
日本在住の外国人の方へお願い
～海外から口蹄疫、アフリカ豚熱、鳥インフルエンザ等の

病気を侵入させないために～

・国際郵便が届いたら、肉製品等が入っていないことを確認してください。
また、家族や知人へ肉製品等を送らないよう伝えてください。
・国際郵便に肉製品等が入っていた場合は、速やかに下記まで届出て
ください。
・動物検疫所の検査を受けていない肉製品等を
届出せずに受け取ることは罰則の対象です。
（3年以下の懲役又は300万円以下の罰金）

農林水産省 動物検疫所
神戸支所 岡山空港出張所
TEL：086-294-4737

海外の家族や知人から送られてくる国際郵便の中に輸入禁止の肉製品等が入っ
ている可能性があります。国際郵便であっても肉製品等の持ち込みはできません。

小包

検査済みスタンプ

※検査を受けた郵便には
スタンプが押されています。
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